
○廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成４年７月３日規則第62号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。

廃棄物の処理及び清掃に関する規則

題名改正〔平成17年規則７号〕
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附則

第１章　総則

（趣旨）

第１条　この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）の実施のため、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」という。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施

行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。）に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第２章　一般廃棄物処理施設

（一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請）

第２条　法第８条第２項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。

２　前項の申請書には、法第８条第３項及び省令第３条第５項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付

しなければならない。

(１)　配置図

(２)　最終処分場にあっては、次に掲げる書類及び図面

ア　埋立地の求積図

イ　土地の登記事項証明書その他の申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書類

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

一部改正〔平成10年規則64号・12年56号・13年78号・17年19号〕

（縦覧の告示）

第２条の２　知事は、法第８条第４項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定による告示をしようとするときは、法

第８条第４項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(１)　縦覧期間

(２)　一般廃棄物処理施設の処理能力（一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用に供さ

れる場所の面積及び埋立容量）

(３)　一般廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日

までに、知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができること。

(４)　前３号に掲げる者のほか、知事が必要と認める事項

追加〔平成10年規則64号〕

（一般廃棄物処理施設の設置の許可）

第２条の３　知事は、法第８条第１項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置

（変更）許可証（様式第１号の２）を交付するものとする。

追加〔平成13年規則78号〕

（一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請）

第２条の４　省令第４条の４第１項の申請書の様式は、様式第１号の３のとおりとする。

追加〔平成13年規則78号〕

（一般廃棄物処理施設の使用前の検査の確認）
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第３条　知事は、法第８条の２第５項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定により一般廃棄物処理施設が法第８

条第１項の許可に係る同条第２項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していることを確認したときは、当該一般廃棄

物処理施設の設置の許可を受けた者に一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設使用前検査確認証（様式第２号）を交付するものと

する。

一部改正〔平成10年規則64号・13年78号〕

（一般廃棄物処理施設の定期検査の申請）

第３条の２　省令第４条の４の２の申請書の様式は、様式第２号の２のとおりとする。

追加〔平成23年規則21号〕

（一般廃棄物処理施設の定期検査結果の通知）

第３条の３　省令第４条の４の４の書面の様式は、様式第２号の３のとおりとする。

追加〔平成23年規則21号〕

（報告）

第３条の４　省令第４条の17の報告書の様式は、様式第２号の４のとおりとする。

追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕

（一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請）

第４条　省令第５条の３第１項の申請書の様式は、様式第２号の５のとおりとする。

２　前項の申請書には、法第９条第２項において準用する法第８条第３項に規定する書類及び省令第５条の３第３項に規定する書

類及び図面のほか、一般廃棄物処理施設の変更に係る第２条第２項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一部改正〔平成10年規則64号・13年78号・23年21号〕

（一般廃棄物処理施設の変更の許可）

第４条の２　知事は、法第９条第１項の規定により一般廃棄物処理施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置

（変更）許可証を交付するものとする。

追加〔平成13年規則78号〕

（一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出）

第５条　省令第５条の４の２第１項の届出書の様式は、様式第２号の６のとおりとする。

２　一般廃棄物処理施設の廃止に係る前項の届出書には、当該一般廃棄物処理施設の許可証を添付しなければならない。

一部改正〔平成10年規則64号・13年78号・23年21号〕

（一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出）

第６条　省令第５条の５第１項の届出書の様式は、様式第２号の７のとおりとする。

２　前項の届出書には、省令第５条の５第２項に規定する書類及び図面のほか、最終処分場の現況写真その他の知事が必要と

認める書類及び図面を添付しなければならない。

一部改正〔平成13年規則78号・23年21号〕

（一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請）

第６条の２　省令第５条の５の２第１項の申請書の様式は、様式第２号の８のとおりとする。

２　前項の申請書には、省令第５条の５の２第２項に規定する書類及び図面のほか次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１)　一般廃棄物の最終処分場の埋立開始から廃止の確認申請までの間の維持管理の実績を記載した書類

(２)　跡地利用計画書

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

追加〔平成10年規則64号〕、一部改正〔平成13年規則78号・23年21号・30年32号〕

第６条の２の２　省令第５条の５の２の２第１項の申請書の様式は、様式第２号の８の２のとおりとする。

２　前項の申請書には、省令第５条の５の２の２第２項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならな

い。

(１)　一般廃棄物の最終処分場の埋立開始から廃止の確認申請までの間の維持管理の実績を記載した書類

(２)　跡地利用計画書

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

追加〔平成30年規則32号〕
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（一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認）

第６条の３　知事は、一般廃棄物の最終処分場の状況が法第９条第５項に規定する技術上の基準に適合していることを確認した

ときは、第６条の２第１項及び前条第１項の申請書を提出した者に一般廃棄物（産業廃棄物）最終処分場廃止確認証（様式第２

号の９）を交付するものとする。

追加〔平成10年規則64号〕、一部改正〔平成13年規則78号・23年21号・30年32号〕

（一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出）

第６条の３の２　省令第５条の５の３及び第５条の５の３の２第２項の届出書の様式は、様式第２号の９の２のとおりとする。

追加〔令和元年規則27号〕

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請）

第６条の４　省令第５条の５の５第１項の申請書の様式は、様式第２号の10のとおりとする。

追加〔平成23年規則21号〕

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定）

第６条の５　知事は、法第９条の２の４第１項の認定をしたときは、一般廃棄物熱回収施設設置者認定証（様式第２号の11）を交

付するものとする。

追加〔平成23年規則21号〕

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の休廃止等の届出）

第６条の６　省令第５条の５の10第１項の届出書の様式は、様式第２号の12のとおりとする。

追加〔平成23年規則21号〕

（報告）

第６条の７　省令第５条の５の11第１項の報告書の様式は、様式第２号の13のとおりとする。

追加〔平成23年規則21号〕

（市町の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出）

第７条　法第９条の３第１項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書（様式第２号の14）により行わなければならな

い。

２　前項の届出書には、法第９条の３第１項に規定する書類及び省令第５条の６第２項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げ

る書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　配置図

(２)　最終処分場にあっては、次に掲げる書類及び図面

ア　埋立地の求積図

イ　土地の登記事項証明書その他の申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書類

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

一部改正〔平成10年規則64号・13年78号・17年19号・23年21号〕

（市町の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出）

第８条　省令第５条の８第１項の届出書の様式は、様式第２号の15のとおりとする。

２　前項の届出書には、省令第５条の８第２項に規定する書類及び図面のほか、一般廃棄物処理施設の変更に係る前条第２項各

号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一部改正〔平成10年規則64号・13年78号・23年21号〕

（市町の設置に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出）

第８条の２　省令第５条の９の２第１項の届出書の様式は、様式第２号の６のとおりとする。

追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号・30年32号〕

（市町の設置に係る一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出）

第９条　省令第５条の10第１項の届出書の様式は、様式第２号の７のとおりとする。

２　前項の届出書には、省令第５条の10第２項において準用する省令第５条の５第２項に規定する書類及び図面のほか、最終処

分場の現況写真その他の知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

一部改正〔平成13年規則78号・23年21号〕

（市町の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請）
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第９条の２　省令第５条の10の２第１項の申請書の様式は、様式第２号の８のとおりとする。

２　前項の申請書には、省令第５条の10の２第２項において準用する省令第５条の５の２第２項に規定する書類及び図面のほか、

次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１)　一般廃棄物の最終処分場の埋立開始から廃止の確認申請までの間の維持管理の実績を記載した書類

(２)　跡地利用計画書

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号・30年32号〕

第９条の３　省令第５条の10の２の２第１項の申請書の様式は、様式第２号の８の２のとおりとする。

２　前項の申請書には、省令第５条の10の２の２第２項において準用する省令第５条の５の２の２第２項に規定する書類及び図面

のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(１)　一般廃棄物の最終処分場の埋立開始から廃止の確認申請までの間の維持管理の実績を記載した書類

(２)　跡地利用計画書

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

追加〔平成30年規則32号〕

（市町の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認）

第９条の４　知事は、市町の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の状況が法第９条の３第11項において準用する法第９条第５

項に規定する技術上の基準に適合していることを確認したときは、第９条の２第１項及び前条第１項の申請書を提出した市町に

一般廃棄物（産業廃棄物）最終処分場廃止確認証を交付するものとする。

追加〔平成30年規則32号〕

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出）

第９条の５　法第９条の３の３第１項の規定による届出は、非常災害に係る一般廃棄物処理施設設置届出書（様式第２号の15の

２）により行わなければならない。

２　前項の届出書には、法第９条の３の３第１項に規定する書類及び省令第５条の10の４第２項に規定する書類及び図面のほか、

次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　配置図

(２)　前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

追加〔平成30年規則32号〕

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出）

第９条の６　省令第５条の10の10において準用する省令第５条の８第１項の届出書の様式は、様式第２号の15の３のとおりとす

る。

２　前項の届出書には、省令第５条の10の10において準用する省令第５条の８第２項（第３号に係る部分を除く。）に規定する書類

及び図面のほか、一般廃棄物処理施設の変更に係る前条第２項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

追加〔平成30年規則32号〕

（非常災害に係る一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出）

第９条の７　省令第５条の10の12において準用する省令第５条の９の２第１項の届出書の様式は、様式第２号の15の４のとおりと

する。

追加〔平成30年規則32号〕

（一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請）

第10条　省令第５条の11第１項の申請書の様式は、様式第２号の16のとおりとする。

全部改正〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕

（合併又は分割の認可の申請）

第10条の２　省令第５条の12第１項の申請書の様式は、様式第２号の17のとおりとする。

追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕

（相続の届出）

第10条の３　省令第６条第１項の届出書の様式は、様式第２号の18のとおりとする。

追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕
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第３章　産業廃棄物処理業

（産業廃棄物の再生輸送の指定）

第11条　知事が別に定める産業廃棄物を再生利用する目的で、当該産業廃棄物を排出する事業者から原則として無償で引き取

り、それのみの収集又は運搬を業として行う者は、省令第９条第２号に規定する知事の指定を受けた者とする。

（産業廃棄物の再生輸送の個別指定の申請）

第12条　前条に定める場合のほか、省令第９条第２号に規定する知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した

再生輸送（再生活用）個別指定申請書（様式第３号）を知事に提出しなければならない。

(１)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(２)　事業の範囲

(３)　事務所及び事業場の所在地

(４)　再生輸送（再生利用のための産業廃棄物の収集又は運搬を行うことをいう。以下同じ。）の目的

(５)　再生輸送の方法

(６)　取引関係

(７)　事業開始予定年月日

２　前項の申請書には、省令第９条の２第２項第１号から第５号まで及び第８号から第14号までに規定する書類及び図面のほか、

次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　事務所及び事業場の位置並びにその付近の見取図

(２)　取引関係を記載した書類

(３)　生活環境保全上の対策を記載した書類

(４)　再生活用（再生輸送を除く再生利用をいう。以下同じ。）を業として行う者との委託関係を記載した書類

(５)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

一部改正〔平成13年規則78号・23年21号〕

（産業廃棄物の再生輸送の個別指定の基準等）

第13条　知事は、前条第１項の申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでな

ければ、再生輸送の個別指定をしてはならない。

(１)　産業廃棄物を原則として無償で引き取ること。

(２)　産業廃棄物の再生活用を業として行おうとする者が自ら再生輸送を行い、又は産業廃棄物の再生活用を業として行う者の

委託に基づく再生輸送を行うこと。

(３)　再生輸送の用に供する施設、人員等が省令第10条第１号及び第２号に掲げる基準に適合するものであること。

(４)　再生輸送において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(５)　申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

(６)　申請者が第22条の規定により再生輸送の個別指定を取り消された場合には、その取消しの日から５年を経過しているこ

と。

２　知事は、再生輸送の個別指定に期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

一部改正〔平成13年規則78号・16年35号〕

（産業廃棄物の再生輸送個別指定証）

第14条　知事は、再生輸送の個別指定をしたときは、再生輸送（再生活用）個別指定証（様式第４号）を交付するものとする。

（産業廃棄物収集運搬業の許可の申請）

第15条　省令第９条の２第１項の申請書には、同条第２項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しな

ければならない。

(１)　事務所及び事業場の位置並びにその付近の見取図

(２)　前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

２　法第14条第１項に規定する許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類又は図面（その内

容に変更がない場合に限る。）の添付を要しないものとする。

一部改正〔平成12年規則56号〕

（産業廃棄物の再生活用の指定）

javascript:void(0);
javascript:void(0);


第16条　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。第32条を除き、以下同じ。）で、知事が別に定めるものを再生活用する目的

で、当該産業廃棄物を排出する事業者から原則として無償で引き取り、それのみの処分を業として行う者は、省令第10条の３第

２号に規定する知事の指定を受けた者とする。

一部改正〔平成12年規則56号〕

（産業廃棄物の再生活用の個別指定の申請）

第17条　前条に定める場合のほか、省令第10条の３第２号に規定する知事の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載

した再生輸送（再生活用）個別指定申請書を知事に提出しなければならない。

(１)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(２)　事業の範囲

(３)　事務所及び事業場の所在地

(４)　再生活用の目的

(５)　再生活用の方法

(６)　取引関係

(７)　事業開始予定年月日

２　前項の申請書には、省令第９条の２第２項第８号から第14号まで並びに第10条の４第２項第１号から第３号まで及び第５号か

ら第７号までに規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(１)　事務所及び事業場の位置並びにその付近の見取図

(２)　取引関係を記載した書類

(３)　生活環境保全上の対策を記載した書類

(４)　再生活用において生ずる廃棄物の処理方法を記載した書類

(５)　再生輸送を委託する場合にあっては、当該委託関係を記載した書類

(６)　前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

一部改正〔平成13年規則78号・23年21号〕

（産業廃棄物の再生活用の個別指定の基準等）

第18条　知事は、前条第１項の申請があった場合において、当該申請が次の各号に掲げる基準に適合していると認めるときでな

ければ、再生活用個別指定をしてはならない。

(１)　産業廃棄物を原則として無償で引き取ること。

(２)　産業廃棄物の再生活用を確実に遂行するための施設、人員等が備わっていること。

(３)　引き取った産業廃棄物は、すべて再生活用の用に供すること。

(４)　産業廃棄物を排出する事業者及び産業廃棄物の再生活用を業として行おうとする者間の取引関係が確立されており、か

つ、その取引関係に継続性があること。

(５)　再生活用において生活環境保全上の支障が生じないこと。

(６)　再生活用において生ずる廃棄物の処理を確実に遂行できること。

(７)　申請者が法第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。

(８)　申請者が第22条の規定により再生活用個別指定を取り消された場合には、その取消しの日から５年を経過していること。

２　知事は、再生活用個別指定に期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

一部改正〔平成13年規則78号・16年35号〕

（産業廃棄物の再生活用個別指定証）

第19条　知事は、再生活用の個別指定をしたときは、再生輸送（再生活用）個別指定証を交付するものとする。

（産業廃棄物処分業の許可の申請）

第20条　省令第10条の４第１項の申請書には、同条第２項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付し

なければならない。

(１)　事務所及び事業場の位置並びにその付近の見取図

(２)　海洋投入処分を業とする場合にあっては、次の書類及び図面

ア　積込港の平面図

イ　水域の占用を伴う場合にあっては、その水域の占用許可書の写し



(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

２　法第14条第６項に規定する許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類又は図面（その内

容に変更がない場合に限る。）の添付を要しないものとする。

一部改正〔平成12年規則56号・16年35号〕

（再生利用個別指定の事業範囲の変更指定の申請等）

第21条　再生輸送の個別指定又は再生活用の個別指定（以下これらを「再生利用個別指定」という。）を受けた者（以下「再生利

用個別指定業者」という。）は、当該再生利用個別指定に係る事業の範囲を変更しようとするときは、知事の再生利用個別指定

の変更指定（以下「変更指定」という。）を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限り

でない。

２　変更指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した再生利用個別指定変更指定申請書（様式第５号）を知事に提出し

なければならない。

(１)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(２)　再生利用個別指定の年月日

(３)　再生利用個別指定の番号

(４)　変更の内容

(５)　変更の理由

(６)　変更に係る再生利用の方法

(７)　変更に係る取引関係

(８)　変更予定年月日

３　前項の申請書には、再生輸送の個別指定に係る事業の範囲を変更しようとする場合にあっては省令第９条の２第２項第１号か

ら第５号まで及び第８号から第14号までに規定する書類及び図面のほか、当該事業の範囲の変更に係る第12条第２項各号に

掲げる書類及び図面、再生活用の個別指定に係る事業の範囲を変更しようとする場合にあっては省令第９条の２第２項第８号

から第14号まで並びに第10条の４第２項第１号から第３号まで及び第５号から第７号までに規定する書類及び図面のほか、当

該事業の範囲の変更に係る第17条第２項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

４　第13条の規定は再生輸送の個別指定に係る変更指定について、第18条の規定は再生活用の個別指定に係る変更指定につ

いて準用する。

一部改正〔平成13年規則78号・23年21号〕
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（再生利用個別指定の取消し等）

第22条　知事は、再生利用個別指定業者が法若しくは法に基づく処分若しくはこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反する

行為をしたとき、又は法第14条第５項第２号イからへまでのいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期

間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一部改正〔平成８年規則13号・13年78号・16年35号〕

（再生利用個別指定に係る事業の廃止等の届出）

第23条　再生利用個別指定業者が、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は次に掲げる事項を変更したときは、当該

廃止又は変更の日から10日以内に再生利用個別指定廃止（変更）届出書（様式第６号）を知事に提出しなければならない。

(１)　氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その業務を行う役員

(２)　事務所及び事業場の所在地（住所を除く。）

(３)　再生利用の目的

(４)　再生利用の方法

(５)　取引関係

２　前項の届出書には、知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

（産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請）

第24条　産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更に係る省令第10条の９第１項の申請書には、同条第２項において準用す

る省令第９条の２第２項（第15号に係る部分を除く。）に規定する書類及び図面のほか、当該事業の範囲の変更に係る第15条

第１項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

２　産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更に係る省令第10条の９第１項の申請書には、同条第３項において準用する省令第10

条の４第２項（第９号に係る部分を除く。）に規定する書類及び図面のほか、当該事業の範囲の変更に係る第20条第１項各号に

掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一部改正〔平成23年規則21号〕

（産業廃棄物処理業に係る廃止等の届出）

第25条　産業廃棄物収集運搬業に係る省令第10条の10第２項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならな

い。

(１)　産業廃棄物収集運搬業の廃止にあっては、当該産業廃棄物収集運搬業の許可証

(２)　住所及び省令第10条の10第１項に規定する事項の変更にあっては、同条第３項に規定する書類及び図面のほか、当該事

項の変更に係る第15条第１項第２号に掲げる書類及び図面

２　産業廃棄物処分業に係る省令第10条の10第２項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　産業廃棄物処分業の廃止にあっては、当該産業廃棄物処分業の許可証

(２)　住所及び省令第10条の10第１項に規定する事項の変更にあっては、同条第３項に規定する書類及び図面のほか、当該事

項の変更に係る第20条第１項第２号及び第３号に掲げる書類及び図面

３　省令第10条の10の３及び第10条の10の３の２第１項の届出書の様式は、様式第６号の２のとおりとする。

一部改正〔平成12年規則56号・令和元年27号〕

（産業廃棄物処理業の休止の届出）

第26条　産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理業の全部又は一部を引き続き３月以上休止しようとするときは、その旨を知事

に届け出なければならない。

２　前項の規定による休止の届出は、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理業休止届出書（様式第７号）を知事に提出して行わ

なければならない。

（特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請）

第27条　省令第10条の12第１項の申請書には、同条第２項において準用する省令第９条の２第２項に規定する書類及び図面の

ほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　事務所及び事業場の位置並びにその付近の見取図

(２)　前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

２　法第14条の４第１項に規定する許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類又は図面（そ

の内容に変更がない場合に限る。）の添付を要しないものとする。
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一部改正〔平成12年規則56号・13年78号〕

（特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請）

第28条　省令第10条の16第１項の申請書には、同条第２項において準用する省令第10条の４第２項（第５号に係る部分を除く。）

に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(１)　事務所及び事業場の位置並びにその付近の見取図

(２)　前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

２　法第14条の４第６項に規定する許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類又は図面（そ

の内容に変更がない場合に限る。）の添付を要しないものとする。

一部改正〔平成12年規則56号・13年78号・16年35号・23年21号〕

（特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可の申請）

第29条　特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更に係る省令第10条の22第１項の申請書には、同条第２項におい

て準用する省令第９条の２第２項（第15号に係る部分を除く。）に規定する書類及び図面のほか、当該事業の範囲の変更に係る

第27条第１項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

２　特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更に係る省令第10条の22第１項の申請書には、同条第３項において準用する

省令第10条の４第２項（第５号及び第９号に係る部分を除く。）に規定する書類及び図面のほか、当該事業の範囲の変更に係る

前条第１項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一部改正〔平成16年規則35号・23年21号〕

（特別管理産業廃棄物処理業に係る廃止等の届出）

第30条　特別管理産業廃棄物収集運搬業に係る省令第10条の23第２項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなけ

ればならない。

(１)　特別管理産業廃棄物収集運搬業の廃止にあっては、当該特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証

(２)　住所及び省令第10条の23第１項に規定する事項の変更にあっては、同条第３項に規定する書類及び図面のほか、当該事

項の変更に係る第27条第１項第２号に掲げる書類及び図面

２　特別管理産業廃棄物処分業に係る省令第10条の23第２項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならな

い。

(１)　特別管理産業廃棄物処分業の廃止にあっては、当該特別管理産業廃棄物処分業の許可証

(２)　住所及び省令第10条の23第１項に規定する事項の変更にあっては、同条第３項に規定する書類及び図面のほか、当該事

項の変更に係る第28条第１項第２号に掲げる書類及び図面

３　省令第10条の24及び第10条の24の２第１項の届出書の様式は、様式第６号の２のとおりとする。

一部改正〔平成12年規則56号・13年78号・令和元年27号〕

（特別管理産業廃棄物処理業の休止の届出）

第31条　特別管理産業廃棄物処理業者は、特別管理産業廃棄物処理業の全部又は一部を引き続き３月以上休止しようとすると

きは、その旨を知事に届け出なければならない。

２　前項の規定による休止の届出は、産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理業休止届出書を知事に提出して行わなければなら

ない。

（欠格条項の解釈基準）

第32条　法第14条第５項第２号若しくは第10項第２号（これらの規定を法第14条の２第２項において準用する場合を含む。）又は

法第14条の４第５項第２号若しくは第10項第２号（これらの規定を法第14条の５第２項において準用する場合を含む。）の規定に

よる法第７条第５項第４号チの規定に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(１)　法第14条第１項若しくは第６項、第14条の２第１項、第14条の４第１項若しくは第６項又は第14条の５第１項に規定する許

可が取り消されたことがある者で、許可をしても、当該許可が取り消されるおそれが極めて強いもの

(２)　法又は法に基づく処分に違反し、公訴が提起されている者

(３)　法又は法に基づく処分に違反し、行政庁の命令又は指導に従わない者で、情状が特に重いもの

(４)　前３号に掲げる者のいずれかと実質的に同一性が認められる者

(５)　産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防と調整に関する条例（平成元年兵庫県条例第９号）第21条第２項の規定に

よる公表を受けた者で、前各号に掲げる者と同程度以上的確な業の遂行を期待し得ないと市町長（産業廃棄物の積替施設
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及び処理施設の設置又は構造若しくは規模の変更により生活環境に著しい影響を受けると認められる区域を管轄する市町長

に限る。）が認めるもの

(６)　前各号に掲げる者のほか、その資質及び社会的信用の面から適切な業務運営を当初から期待できないことが明らかであ

ると認められる者

一部改正〔平成16年規則35号・令和元年27号〕

第４章　産業廃棄物処理施設

（産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請）

第33条　法第15条第２項の申請書には、同条第３項及び省令第11条第６項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類及

び図面を添付しなければならない。

(１)　配置図

(２)　最終処分場にあっては、次に掲げる書類及び図面

ア　埋立地の求積図

イ　土地の登記事項証明書その他の申請者が当該土地を使用する権原を有することを証する書類

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面

一部改正〔平成10年規則64号・12年56号・17年19号〕

（縦覧の告示）

第33条の２　知事は、法第15条第４項（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含む。）の規定による告示をしようとする

ときは、法第15条第４項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。

(１)　縦覧期間

(２)　産業廃棄物処理施設の処理能力（産業廃棄物の最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供さ

れる場所の面積及び埋立容量）

(３)　産業廃棄物処理施設の設置に関して利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する日

までに、知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができること。

(４)　前３号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

追加〔平成10年規則64号〕、一部改正〔平成16年規則35号・23年21号〕

（産業廃棄物処理施設の使用前の検査の確認）

第34条　知事は、法第15条の２第５項（法第15条の２の６第２項において準用する場合を含む。）の規定により産業廃棄物処理施

設が法第15条第１項の許可に係る同条第２項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していることを確認したときは、当

該産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者に一般廃棄物（産業廃棄物）処理施設使用前検査確認証を交付するものとす

る。

一部改正〔平成10年規則64号・16年35号・23年21号〕

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出）

第34条の２　法第15条の２の５の規定による届出は、産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類等届出書（様式

第８号）により行わなければならない。

追加〔平成16年規則35号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕

（産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請）

第35条　省令第12条の９第１項の申請書には、法第15条の２の６第２項において準用する法第15条第３項に規定する書類及び

省令第12条の９第３項に規定する書類及び図面のほか、産業廃棄物処理施設の変更に係る第33条各号に掲げる書類及び図

面を添付しなければならない。

一部改正〔平成10年規則64号・13年78号・16年35号・23年21号〕

（産業廃棄物処理業等に係る許可を伴う産業廃棄物処理施設に係る許可の申請時期の特例）

第36条　法第14条第１項若しくは第６項、法第14条の２第１項、法第14条の４第１項若しくは第６項又は法第14条の５第１項に規

定する許可（以下この条において「産業廃棄物処理業等に係る許可」という。）の申請をしようとする者で、当該申請に係る法第

15条第１項又は法第15条の２の６第１項に規定する許可（以下この条において「産業廃棄物処理施設に係る許可」という。）の

申請をしようとするものは、産業廃棄物処理業等に係る許可の申請を産業廃棄物処理施設に係る許可の申請の前にしなければ

ならない。
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一部改正〔平成10年規則64号・16年35号・23年21号〕

（産業廃棄物処理施設に係る廃止の届出）

第37条　産業廃棄物処理施設の廃止に係る省令第12条の10の２第１項の届出書には、当該産業廃棄物処理施設の許可証を添

付しなければならない。

一部改正〔平成10年規則64号〕

（産業廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出）

第38条　省令第12条の11第１項の届出書には、同条第２項において準用する省令第５条の５第２項に規定する書類及び図面の

ほか、最終処分場の現況写真その他の知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。

（産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請）

第38条の２　省令第12条の11の２第１項の申請書には、同条第２項に規定する書類及び図面のほか、次に掲げる書類を添付し

なければならない。

(１)　産業廃棄物の最終処分場の埋立開始から廃止の確認申請までの間の維持管理の実績を記載した書類

(２)　跡地利用計画書

(３)　前２号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

追加〔平成10年規則64号〕、一部改正〔平成13年規則78号〕

（産業廃棄物の最終処分場の廃止の確認）

第38条の３　知事は、産業廃棄物の最終処分場の状況が法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第５項に規定する

技術上の基準に適合していることを確認したときは、省令第12条の11の２第１項の申請書を提出した者に一般廃棄物（産業廃

棄物）最終処分場廃止確認証を交付するものとする。

追加〔平成10年規則64号〕、一部改正〔平成13年規則78号・16年35号・23年21号〕

（産業廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出）

第39条　省令第12条の11の３及び第12条の11の３の２第１項の届出書の様式は、様式第８号の２のとおりとする。

全部改正〔令和元年規則27号〕

第５章　雑則

（再生利用個別指定業者の帳簿の備付け）

第40条　再生利用個別指定業者は、帳簿を備え、再生利用個別指定に係る事業について知事が別に定める事項を記載しなけれ

ばならない。

２　前項の帳簿は、知事の定めるところにより保存しなければならない。

第41条　削除

削除〔平成13年規則78号〕

（届出台帳の閲覧請求）

第42条　法第19条の12第３項に規定する請求は、最終処分場台帳閲覧請求書（様式第９号）により行わなければならない。

一部改正〔平成10年規則64号・16年35号・17年31号・30年32号〕

（廃棄物再生事業者の登録）

第43条　政令第17条第１項の申請書の様式は、様式第10号とする。

一部改正〔平成13年規則78号・17年31号〕

（廃棄物再生事業者の登録証明書）

第44条　省令第16条の４の証明書の様式は、様式第11号とする。

（廃棄物再生事業者の登録事項の変更の届出）

第45条　政令第20条の規定による届出は、廃棄物再生事業者登録事項変更届出書（様式第12号）により行わなければならな

い。

一部改正〔平成13年規則78号・17年31号〕

（廃棄物再生事業者の登録事業場の廃止等の届出）

第46条　政令第21条の規定による届出は、廃棄物再生事業者登録事業場廃止（休止、再開）届出書（様式第13号）により行い、

事業場の廃止にあっては、廃棄物再生事業者登録証明書を添付しなければならない。

一部改正〔平成13年規則78号・17年31号〕
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（事故時の措置の届出）

第46条の２　法第21条の２第１項の規定による届出は、特定処理施設事故届出書（様式第14号）により行わなければならない。

追加〔平成17年規則31号〕

（書類の提出部数及び経由機関）

第47条　法、政令、省令及びこの規則の規定により知事に提出する書類の提出部数及び経由機関は、次の表のとおりとする。

提出書類 提出部数 経由機関

一般廃棄物処理施設設置許可申請書 １通（焼却施設又は最終処分場に係る

ものにあっては、２通）

施設の所在地を管轄する県民局長（県

民センターにあっては、県民センター

長。以下同じ。）

一般廃棄物処理施設使用前検査申請

書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設定期検査申請書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長

特定一般廃棄物最終処分場状況等報

告書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設変更許可申請書 １通（焼却施設又は最終処分場に係る

ものにあっては、２通）

施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出

書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物の最終処分場の埋立処分

終了届出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物の最終処分場の廃止確認

申請書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設設置者欠格要件

該当届出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物熱回収施設設置者認定申

請書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物熱回収施設休廃止等届出

書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物熱回収報告書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設設置届出書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設変更届出書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長

非常災害に係る一般廃棄物処理施設

設置届出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

非常災害に係る一般廃棄物処理施設

変更届出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

非常災害に係る一般廃棄物処理施設

軽微変更等届出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設設置法人合併

（分割）認可申請書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

一般廃棄物処理施設設置者相続届出

書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物事業場外保管届出書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物事業場外保管変更届出書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理計画書 １通 事業所の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理計画実施状況報告書 １通 事業所の所在地を管轄する県民局長

特別管理産業廃棄物事業場外保管届

出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

特別管理産業廃棄物事業場外保管変

更届出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長

特別管理産業廃棄物事業場外保管廃

止届出書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長
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特別管理産業廃棄物処理計画書 １通 事業所の所在地を管轄する県民局長

特別管理産業廃棄物処理計画実施状

況報告書

１通 事業所の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物管理票交付等状況報告書 １通（特別管理産業廃棄物に係るもの

にあっては、２通）

事業所の所在地を管轄する県民局長

措置内容等報告書 １通 事業所の所在地を管轄する県民局長

二以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例認定申請書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

二以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例認定変更申請書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

二以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例認定変更（廃止）届出

書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

二以上の事業者による産業廃棄物の

処理に係る特例認定報告書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

再生輸送（再生活用）個別指定申請書 ２通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物の再生輸送を行う区域を管轄する

県民局長）

産業廃棄物収集運搬業許可申請書 １通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

産業廃棄物処分業許可申請書 ２通 施設の所在地を管轄する県民局長

再生利用個別指定変更指定申請書 ２通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物の再生輸送を行う区域を管轄する

県民局長）

再生利用個別指定廃止（変更）届出書 ２通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物の再生輸送を行う区域を管轄する

県民局長）

産業廃棄物処理業の事業範囲変更許

可申請書

２通（産業廃棄物収集運搬業に係るも

のにあっては、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

産業廃棄物処理業廃止（変更）届出書 ２通（産業廃棄物収集運搬業に係るも

のにあっては、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処

理業者欠格要件該当届出書

２通（産業廃棄物収集運搬業又は特

別管理産業廃棄物収集運搬業に係る

ものにあっては、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業又は特別管理産業廃

棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処

理業休止届出書

２通（産業廃棄物収集運搬業又は特

別管理産業廃棄物収集運搬業に係る

ものにあっては、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業又は特別管理産業廃



棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

申請書

１通 施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、特別管

理産業廃棄物収集運搬業を行う区域

を管轄する県民局長）

特別管理産業廃棄物処分業許可申請

書

２通 施設の所在地を管轄する県民局長

特別管理産業廃棄物処理業の事業範

囲変更許可申請書

２通（特別管理産業廃棄物収集運搬

業に係るものにあっては、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、特別管

理産業廃棄物収集運搬業を行う区域

を管轄する県民局長）

特別管理産業廃棄物処理業廃止（変

更）届出書

２通（特別管理産業廃棄物収集運搬

業に係るものにあっては、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、特別管

理産業廃棄物収集運搬業を行う区域

を管轄する県民局長）

産業廃棄物処理施設設置許可申請書 ２通（産業廃棄物処分業者設置施設

等（産業廃棄物処分業者設置施設（産

業廃棄物処分業又は特別管理産業廃

棄物処分業の許可を受けた者が設置

する施設をいう。以下この表において

同じ。）及び政令第７条の２に規定する

施設をいう。以下この表において同

じ。）以外の施設に係るものにあって

は、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設使用前検査申請

書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設定期検査申請書 ２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

特定産業廃棄物最終処分場状況等報

告書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設において処理す

る一般廃棄物の種類等届出書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設変更許可申請書 ２通（産業廃棄物処分業者設置施設

等以外の施設に係るものにあっては、

１通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設軽微変更等届出

書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物の最終処分場の埋立処分

終了届出書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物の最終処分場の廃止確認

申請書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設設置者欠格要件

該当届出書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物熱回収施設設置者認定申

請書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長



産業廃棄物熱回収施設休廃止等届出

書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物熱回収報告書 ２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設譲受け（借受け）

許可申請書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設設置法人合併

（分割）認可申請書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

産業廃棄物処理施設設置者相続届出

書

２通（産業廃棄物処分業者設置施設

以外の施設に係るものにあっては、１

通）

施設の所在地を管轄する県民局長

土地の形質の変更届出書 ２通 指定区域の所在地を管轄する県民局

長

有害使用済機器保管等届出書 １通 有害使用済機器の保管又は処分を業

として行おうとする区域を管轄する県民

局長

有害使用済機器保管等変更届出書 １通 有害使用済機器の保管又は処分を業

として行おうとする区域を管轄する県民

局長

有害使用済機器保管等廃止届出書 １通 有害使用済機器の保管又は処分を業

として行おうとする区域を管轄する県民

局長

最終処分場台帳閲覧請求書 ２通 施設の所在地を管轄する県民局長

廃棄物再生事業者登録申請書 ２通（保健所を設置する市にあっては、

１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（保

健所を設置する市にあっては、直接）

廃棄物再生事業者登録事項変更届出

書

２通（保健所を設置する市にあっては、

１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（保

健所を設置する市にあっては、直接）

廃棄物再生事業者登録事業場廃止

（休止、再開）届出書

２通（保健所を設置する市にあっては、

１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（保

健所を設置する市にあっては、直接）

特定処理施設事故届出書 ２通 施設の所在地を管轄する県民局長

一部改正〔平成７年規則27号・10年64号・13年78号・16年35号・17年31号・23年21号・26年19号・30年32号・令和元年27

号〕

附　則

（施行期日）

１　この規則は、平成４年７月４日から施行する。

（旧規則の廃止）

２　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則（昭和52年兵庫県規則第14号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３　この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた

ものとみなす。

（優良基準適合確認申請書の提出部数及び経由機関）

４　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令（平成23年環境省令第１号）附則第12条第１項（附則

第15条、第18条及び第21条において準用する場合を含む。）の規定により知事に提出する書類の提出部数及び経由機関は、

次の表のとおりとする。

提出書類 提出部数 経由機関

産業廃棄物（特別管理産業廃棄物）処

理業優良基準適合確認申請書

２通（産業廃棄物収集運搬業又は特

別管理産業廃棄物収集運搬業に係る

ものにあっては、１通）

施設の所在地を管轄する県民局長（施

設を伴わない場合にあっては、産業廃

棄物収集運搬業又は特別管理産業廃



棄物収集運搬業を行う区域を管轄する

県民局長）

追加〔平成23年規則21号〕

附　則（平成７年３月31日規則第27号）

この規則は、公布の日から施行する。

附　則（平成７年６月30日規則第44号）

この規則は、平成７年７月１日から施行する。



 

附 則（平成８年３月22日規則第13号） 

この規則は、公布の日から施行する。（後略） 

附 則（平成10年６月16日規則第64号） 

この規則は、平成10年６月17日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第56号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日規則第78号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定（「第３条第６項」を

「第３条第５項」に改める部分に限る。）、第３条の改正規定、第５条の改正規定（見出しを改め

る部分及び「第５条の４の２」を「第５条の４の２第１項」に改める部分に限る。）、第７条の改

正規定（「第５条の６第３項」を「第５条の６第２項」に改める部分に限る。）、第12条第２項、

第13条第１項第５号及び第６号並びに同条第２項、第17条第２項、第18条第１項第７号及び第８号、

第21条第３項、第22条並びに第27条第１項の改正規定、第28条第１項第２号を削り、同項第３号を

同項第２号とする改正規定、第30条第２項第２号及び第35条の改正規定、第38条の２第１項を削る

改正規定、第38条の２第２項及び第38条の３の改正規定、第39条を削る改正規定並びに第41条を削

る改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日規則第35号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務

を定める規則の一部改正） 

２ 知事の権限に属する事務に係る事務処理の特例に関する条例の規定により市町が処理する事務

を定める規則（平成12年兵庫県規則第10号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則の一部改正） 

３ 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則（平成16年兵庫県規則第58号）

の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 



 

附 則（平成17年３月31日規則第19号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第31号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第42条の改正規定及び第47条の表産業廃棄物処理

施設設置者相続届出書の項の次に土地の形質の変更届出書の項を加える改正規定は、平成17年４月

１日から施行する。 

附 則（平成23年３月31日規則第21号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第19号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（平成30年３月30日規則第32号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。（後略） 

附 則（令和元年12月13日規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年12月14日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する規則様式第１号、様式第２号の４、様

式第２号の５、様式第２号の15の２、様式第２号の16及び様式第２号の18については、この規則

の施行の際現に残存するこの規則による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する規則様式第１号、

様式第２号の４、様式第２号の５、様式第２号の15の２、様式第２号の16及び様式第２号の18（以

下「旧様式」という。）による用紙に限り、旧様式によることができる。 

附 則（令和３年３月31日規則第10号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後のそれぞれの規則の規定による申請書その他の書類については、この規

則の施行の際現に残存するこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定（以下この項において

「旧様式」という。）による用紙に限り、旧様式によることができる。 



 

様式第１号（第２条関係） 



 



 



 

 
全部改正〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成16年規則35号・23年21号・令和元年27号〕 



 

様式第１号の２（第２条の３、第４条の２関係） 

 
追加〔平成13年規則78号〕 



 

様式第１号の３（第２条の４関係） 

 
追加〔平成13年規則78号〕 



 

様式第２号（第３条、第34条関係） 

 
一部改正〔平成10年規則64号〕 



 

様式第２号の２（第３条の２関係） 

 
追加〔平成23年規則21号〕 

様式第２号の３（第３条の３関係） 

 
追加〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の４（第３条の４関係） 

 
全部改正〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号・令和元年27号〕 



 

様式第２号の５（第４条関係） 



 



 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成16年規則35号・23年21号・令和元年27号〕 



 

様式第２号の６（第５条、第８条の２関係） 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の７（第６条、第９条関係） 



 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の８（第６条の２、第９条の２関係） 



 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の８の２（第６条の２の２、第９条の３関係） 

 
追加〔平成30年規則32号〕 



 

様式第２号の９（第６条の３、第９条の４、第38条の３関係） 

 
追加〔平成10年規則64号〕、一部改正〔平成13年規則78号・23年21号・30年32号〕 



 

様式第２号の９の２（第６条の３の２関係） 

 
追加〔令和元年規則27号〕 



 

様式第２号の10（第６条の４関係） 



 

 
追加〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の11（第６条の５関係） 

 
追加〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の12（第６条の６関係） 

 
追加〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の13（第６条の７関係） 

 
追加〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の14（第７条関係） 



 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の15（第８条関係） 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成23年規則21号〕 



 

様式第２号の15の２（第９条の５関係） 



 



 



 

 
追加〔平成30年規則32号〕、一部改正〔令和元年規則27号〕 



 

様式第２号の15の３（第９条の６関係） 

 
追加〔平成30年規則32号〕 



 

様式第２号の15の４（第９条の７関係） 

 
追加〔平成30年規則32号〕 



 

様式第２号の16（第10条関係） 



 



 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成16年規則35号・23年21号・令和元年27号〕 



 

様式第２号の17（第10条の２関係） 



 



 



 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成16年規則35号・23年21号〕 



 

様式第２号の18（第10条の３関係） 

 



 

 
追加〔平成13年規則78号〕、一部改正〔平成16年規則35号・23年21号・令和元年27号〕 



 

様式第３号（第12条、第17条関係） 

 
一部改正〔令和３年規則10号〕 



 

様式第４号（第14条、第19条関係） 

 



 

様式第５号（第21条関係） 

 
一部改正〔令和３年規則10号〕 



 

様式第６号（第23条関係） 

 
一部改正〔令和３年規則10号〕 



 

様式第６号の２（第25条、第30条関係） 

 
追加〔令和元年規則27号〕 



 

様式第７号（第26条、第31条関係） 

 
一部改正〔令和３年規則10号〕 



 

様式第８号（第34条の２関係） 

 
全部改正〔平成16年規則35号〕 



 

様式第８号の２（第39条関係） 

 
追加〔令和元年規則27号〕 



 

様式第９号（第42条関係） 

 
一部改正〔平成７年規則44号・令和３年10号〕 



 

様式第10号（第43条関係） 

 
一部改正〔令和３年規則10号〕 



 

様式第11号（第44条関係） 

 



 

様式第12号（第45条関係） 

 
一部改正〔令和３年規則10号〕 



 

様式第13号（第46条関係） 

 
一部改正〔令和３年規則10号〕 



 

様式第14号（第46条の２関係） 

 
追加〔平成17年規則31号〕 
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